
要　旨
FASB（1991）では，経済的単一体説のもとで，段階取得における従来投資の再測定が提案されていた．

一方で，FASB（2007）等では，この段階取得における従来投資の再測定は，経済的単一体説ではなく，
支配と公正価値測定原則によって導かれている．本稿では，FASB（2007）と異なる根拠を採っているよ
うに見られる，FASB（1991）における経済的単一体説に基づく段階取得における従来投資の再測定の根
拠を再検討し，段階取得における従来投資の再測定をめぐる FASB（1991）と FASB（2007）等の根拠の
関係等について検討している．

本稿では，経済的単一体説と親会社説の差異を表すといわれる非支配株主持分への焦点は，段階取得に
おける従来投資の測定とは直接関係しないことを示している．むしろ，100 ％段階取得と 100 ％未満段階取
得において 100 ％一括取得をベンチマークとして資産負債を認識することになる FASB（1991）の経済的単
一体説は，支配獲得時において企業集団全体の資産と負債（およびそれらの差額としての資本）が重視さ
れており，全部連結を示唆する支配概念に加えて，暗黙裡に公正価値測定を含んでいることを指摘している．

さらに，本稿では，経済的単一体説に基づく段階取得の従来投資の再測定の検討を通じて，FASB（2007）
等の公正価値測定原則が突然出てきたものというよりも，FASB（1991）の経済的単一体説に萌芽が見られ，
FASB（1991）の経済的単一体説のもとで暗黙裡に採用されていた公正価値測定が，FASB（2007）等の
公正価値測定原則としてより広範に自律的に機能することになったと考えられることを指摘している．
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山下　奨a

１　はじめに
連結財務諸表上，複数の取引で段階的に被取得企業の

支配を獲得するような段階取得について，2007 年に米
国財務会計基準審議会（FASB）から公表された財務会
計基準書（SFAS）改訂第 141 号「企業結合」（FASB	
2007），2008 年に国際会計基準審議会（IASB）から公
表された国際財務報告基準（IFRS）改訂第 3 号「企業
結合」（IASB	2008），2008 年に企業会計基準委員会から
公表された企業会計基準第 21 号「企業結合に関する会
計基準」（企業会計基準委員会	2008a）および企業会計
基準第 22 号「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会
計基準委員会	2008b）では，被取得企業に対する従来投

資を企業結合日の時価で再測定し，そこから生じる差額
を損益に含めることが求められている1．この連結上の
段階取得の会計処理については，ある意味で国際的な会
計基準間でのコンバージェンスがなされているが，再測
定の要否や巨額となりうる損益に関する懸念等が表明さ
れているところである2．

このような FASB（2007）および IASB（2008）（以下，
FASB（2007）等とする）で基準化された段階取得にお
ける従来投資の再測定および再測定差額の損益認識は，
1991 年に FASB から公表された討議資料「連結方針及
び連結手続」（FASB	1991）における提案に遡ることが
できる3．FASB（1991）では，親会社説と経済的単一

a	 武蔵大学経済学部　准教授
1	 同様の規定が現行基準（FASB-ASC	Topic	805;	企業会計基準委員会	2013;	2019 等）でも定められている．なお，日本基準

では，連結財務諸表と個別財務諸表とで別の規定が置かれており，いわゆる連単分離の取扱いがなされている．連結財務
諸表上の規定のみが FASB（2007）および IASB（2008）の規定と同様のものになっている．

2	 たとえば，梅原（2017），大雄（2018），菊谷（2017），小阪（2014），斎藤（2019），澤井（2018），田中（2016）（2017），辻
山（2013），山内（2010），山下（2009）（2016）等で，懸念や再考の余地があることが述べられている．

3	 先行研究では，FASB（1991）とされることもしばしばであるが，主著者から Pacter（1991）とされることもある．
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体説等の連結基礎概念と連結会計における具体的な会計
処理等の関係が整理されている．とりわけ，親会社説と
経済的単一体説の差異の焦点は，非支配株主持分にある
とされている（FASB	1991,	63 項）．段階取得における
従来投資の再測定も，この非支配株主持分への焦点で説
明しうるのであろうか．

段階取得については，経済的単一体説（全部のれん方
式）のもとで，従来投資の再測定が行われ再測定（保有）
損益が認識される会計処理が示されていた（FASB	
1991,	91 項 ;	92 項等）4．しかし，そのような経済的単一
体説と整合的なはずの FASB（2007）等の基準本文およ
び結論の根拠には，経済的単一体説の採用の議論はおろ
か，経済的単一体説に関する記述そのものが存在してい
ない5．山下（2018）では，FASB（2007）等において，
支配概念のほか，公正価値測定原則が代わりに採用され
ることによって，段階取得における従来投資の再測定が
導かれていることが示されている．

経済的単一体説が FASB 等で明示的に扱われなく
なった理由の 1 つとして，最初に決めるべきと考えられ
る報告主体に関する定義や概念について基準設定の場で
合意することの困難性が挙げられる．連結基礎概念が本
格的に議論された 1990 年代の米国において，すでにそ
のような状況であったとされる（Pacter・小野 1993,	55
等）．さらに，他の理由として，川本（2002）や高須（1998）
等で指摘されるような連結基礎概念自体の曖昧さが挙げ
られる6．たとえば，川本（2011）等では，経済的単一
体説から，段階取得時の投資と資本の相殺消去にあたっ
て一括法が用いられることが論理的に導かれるとされて
いるが，親会社保有の従来投資の再測定までは述べられ
ていない．FASB（1991）において経済的単一体説のも
とでの段階取得の会計処理が示されているが，従来投資
の再測定に関する理由は必ずしも明確ではないところが
ある．

本稿では，このような問題意識から，段階取得におけ
る従来投資の再測定について，FASB（2007）等の規定や，
FASB（1991）における経済的単一体説による提案等を

概観したうえで，FASB（2007）等における公正価値測
定原則との関係を含めて，FASB（1991）における経済
的単一体説の意義について改めて検討を行うことを目的
とする．その結果，FASB（1991）における経済的単一
体説が支配概念のみならず公正価値測定も暗黙裡に含ん
でいたことを明らかにしていることが本稿の特徴である．

本稿の構成は，次のとおりである．第 2 節では，段階
取得に関する FASB（2007）等の規定とその根拠を概観
する．第 3 節では，FASB（1991）における経済的単一
体説と段階取得等の会計処理を概観する．続く第 4 節で
は，段階取得の取扱いに焦点を当てて，FASB（2007）
等における公正価値測定原則との関係を含めて，FASB

（1991）における経済的単一体説の意味を再検討する．
最後に第 5 節では，結論を述べる．

2　 FASB（2007）等における段階取得の規定と
その根拠

2.1　FASB（2007）等における段階取得の規定
FASB（2007）等において，段階取得に関する規定が

定められている．そこでは，段階取得は，取得日の直前
に持分を保有していた被取得企業の支配を取得する取引
とされており，具体例として，20X1 年 12 月 31 日に，
企業 A は企業 B の非支配株主持分を 35％保有しており，
その日に，企業 A は企業 B の持分の 40 ％を追加購入し，
企業 A は企業 B の支配を得るといった取引が示されて
いる（FASB	2007,	47 項 ;	IASB	2008,	41 項）7．この段階
取得においては，以前に保有していた被取得企業の持分
を，取得日公正価値で再測定し，それにより利得又は損
失が生じる場合には，当該利得又は損失を，適宜，純利
益（純損益）又はその他の包括利益に認識しなければな
らないとされている（FASB	2007,	48 項 ;	IASB	2008,	42
項）8．従前は，投資ごとの原価の累積をもとに取得原価
が算定されていた（FASB	2007,	B198 項 ;	IASB	2008,	
BC198 項）．

このことについて，結論の背景において，FASB と
IASB は，企業に対する非支配投資の保有から，当該企

4	 FASB（1991）では，経済的単一体説のもとで，全部のれん方式と購入のれん方式の両方が示されている．
5	 向（2008）や川本（2009）にも同様の趣旨の指摘がある．山下（2017）では，米国基準や IFRS では資産負債アプローチ等

のおかげで大きな議論を避けて暗黙裡に経済的単一体説を採用することができた可能性があること等を示している．
6	 小形（2005）では，全部のれん方式について，経済的単一体説だけからではなく，親会社拡張説の拡張からも導かれうる

と指摘されている．
7	 IFRS の日本語訳は，主に IFRS 財団編（財務会計基準機構・企業会計基準委員会監訳）（2019）を参照しているが，語句の

統一等を行うために，一部変更等を行っている．たとえば，Noncontrolling	interest または Non-controlling	interest について，
IFRS の和訳では「非支配持分」とされることが多いが，ここでは日本基準と整合的に「非支配株主持分」と表現している．

8	 過去の報告期間において，被取得企業に対する持分の価値の変動をその他の包括利益に認識している場合には，その他の
包括利益に認識された金額は，取得企業が以前保有していた持分を直接処分したならば要求されたであろう基準と同じ基
準で認識しなければならないとされている（FASB	2007,	48 項 ;	IASB	2008,	42 項）．
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業に対する支配の獲得への変化は，当該投資の性質及び
投資を取り巻く経済的環境の重大な変更に該当するとい
う結論を下したとされている（FASB	2007,	B384 項 ;	
IASB	2008,	BC384 項）．そのうえで，当該変更は，当該
投資の分類及び測定の変更を正当化するものとされてい
る（FASB	2007,	B384 項 ;	IASB	2008,	BC384 項）9．

この再測定差額の会計処理について，売却可能証券の
評価差額の会計処理ではなく，売却可能証券の認識の中
止の会計処理との整合性が，根拠として挙げられている

（FASB	2007,	B389 項 ;	IASB	2008,	BC389 項）10．なお，
IFRS 第 3 号の反対意見において，1 人の IASB メンバー

（Robert	P.	Garnett）の意見が示されている11．そこでは，
従来保有していた被取得企業に対するすべての資本持分
を公正価値で再測定することの影響について，純利益で
はなく，その他の包括利益の独立の内訳として認識する
ことが主張されている（IASB	2008,	DO11 項）12．

2.2　FASB（2007）等における従来投資の再測定の根拠
FASB（2007）等における従来投資の再測定の根拠に

ついて，山下（2018）をもとに説明する．FASB（2007）
等では，上述のように，支配獲得が測定の変更の契機に
なることが示されており，支配概念が鍵となっているこ
とがわかる．さらに，FASB（2007）等では，測定原則
として公正価値測定の原則が定められ，取得企業は，識
別可能な取得資産及び引受負債を取得日公正価値で測定
することが求められている（FASB	2007,	20 項 ;	IASB	
2008,	18 項）13．このことの理由の 1 つは，段階取得の既
存の実務への批判を改善するためであるとされている

（FASB	2007,	B198 項 -B204 項 ;	IASB	2008,	BC199 項
-BC204 項）．そして，事業が取得企業の財務諸表に計上

される以前に発生した取引や事象に関係する金額は，そ
の財務諸表利用者にとっては目的適合的でないため，新
しく取得した事業の資産又は負債を取得日現在の公正価
値と被取得企業の過去の原価又は帳簿価額とが混合した
金額で報告することは有用な目的に資さないという結論
を下したとされている（FASB	2007,	B200 項 ;	IASB	
2008,	BC200 項）．このように，FASB（2007）等では，
支配することとなった子会社の識別可能資産負債につい
て，支配時点，すなわち取得日の公正価値で測定する全
面時価評価法を適用することが求められている．

この取得日公正価値で測定することを求める公正価値
測定原則は，識別可能資産負債にだけではなく，非支配
株 主 持 分（FASB	2007,	20 項 ）14， 移 転 対 価（FASB	
2007,	39 項 ;	IASB	2008,	37 項），条件付取得対価（FASB	
2007,	42 項 ;	IASB	2008,	40 項），および段階取得におけ
る従来投資（従来保有持分）（FASB	2007,	48 項 ;	IASB	
2008,	42 項）等といった項目にも適用されている15．また，
公正価値測定原則の適用により，企業結合を実行するた
めに取得企業に発生する費用である取得関連費用につい
ては取得原価に含めるのではなく発生時の費用とする会
計処理がもたらされている（FASB	2007,	59 項 ;	IASB	
2008,	53 項）．

このように，FASB（2007）等では，従来から用いら
れてきている全面時価評価法，すなわち識別可能資産負
債の公正価値測定から，段階取得時の従来投資の公正価
値測定を含む移転対価の公正価値測定，非支配株主持分
の公正価値測定等に，公正価値測定原則の適用範囲を拡
張することによって，できるだけ自然な形で段階取得に
おける従来投資の再測定等を根拠付けようとする試みが
行われているようにみえる（山下	2018,	107）．

9	 さらに，次のように述べられている．
　　支配を獲得した時点で，取得企業は被取得企業における非支配投資資産の所有者ではなくなる．現在の実務と同様に，取

得企業は投資資産の会計処理を中止し，財務諸表における被取得企業の資産，負債及び営業成績の報告を開始する．実質上，
取得企業は企業に対する投資資産の所有者としての地位を，当該企業（被取得企業）の資産及び負債に対する支配財務持
分や被取得企業及びその経営者が当該資産を営業活動にどのように使用するかを指示する権利と交換しているのである

（IASB	2008,	BC384 項）．
10	より詳細には，FASB と IASB は，売却可能証券の価値の変動は，当該証券の認識の中止が行われた時に，純損益に認識さ

れることに留意した．段階的に達成される企業結合において，取得企業は，支配を獲得した時点で，連結財務諸表におい
て企業に対する投資資産の認識の中止を行う．したがって，両審議会は，結果として生じる利得又は損失を取得日に純損
益に認識することは適切であるという結論を下したとされている（IASB	2008,	BC389 項）．

11	IASB メンバーという表現は，IFRS 財団編（財務会計基準機構・企業会計基準委員会監訳）（2019）に依っている．
12	たとえば，Davis	and	Largay（2008），梅原（2017），山内（2010），山下（2016）等でも，段階取得の再測定差額を（一定

の条件のもと）その他の包括利益に認識することが提案されている．また，菊谷（2017）では，当該差額を資本剰余金に
認識することが提案されている．

13	差額として算定されるのれんには，公正価値測定は求められていない．
14	IASB（2008,	19 項）では，非支配株主持分は，①公正価値，または②被取得企業の識別可能純資産の認識金額に対する現

在の所有権金融商品の比例的な取り分のいずれかで測定することが求められており，非支配株主持分について公正価値測
定は原則となっていないといえる．

15	公開草案では，被取得企業全体の公正価値測定が求められていた（FASB	2005,	19 項 ;	IASB	2005,	19 項）．
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3　 FASB（1991）における経済的単一体説によ
る段階取得の会計処理

上述のように，FASB（2007）等では，支配概念に加
えて，公正価値会計原則を広く採用することで，経済的
単一体説を含む連結基礎概念を議論することなしに，段
階取得時の従来投資の再測定を導く結果となっているよ
うに見られる．本節では，FASB（1991）における経済
的単一体説と段階取得の会計処理を概観する16．

経済的単一体説を含む連結基礎概念は，一般に連結財
務諸表の作成目的を決める概念といわれる17．親会社説
は親会社株主に帰属する資本と利益を表示することを目
的とし，経済的単一体説は非支配株主持分を含めた企業
集団に帰属する資本と利益を表示することを目的とする
といわれる（川本	2011 等）18．

FASB（1991）によれば，経済的単一体説は，単一の
経営者によって企業集団全体が支配されている点を強調
する考え方であり，連結財務諸表は単一の集団として事
業活動を営んでいる法的事業体の集合体（すなわち親会
社およびその子会社）について情報を提供しようとする
もので，企業集団を構成するさまざまな事業体の資産，
負債，収益，費用，利得および損失が，連結事業体の資産，
負債，収益，費用，利得および損失となるとされている

（FASB	1991,	63 項）．さらに，すべての子会社が完全所
有の子会社である場合を除いて，連結事業体の純資産は，
支配株主持分と非支配株主持分とに区分されるが，支配
株主持分と非支配株主持分はどちらも連結事業体の所有
者集団を構成するとされている（FASB	1991,	63 項）．

FASB（1991）における複数取引による支配獲得，す

なわち段階取得に関する記述においても，経済的単一体
説のもとでは，経済的単一体は，子会社の「支配」を獲
得するときにすべての資産および負債を取得したとみな
され，経済的単一体が「支配」を獲得すると，子会社に
残っている非支配株主持分は，経済的単一体の一部にお
ける資本となるとされている（FASB	1991,	91 項）19．段
階取得においても単一の取引による支配獲得と同様に，

「支配」を鍵にして資産負債等の全部連結が導かれ，非
支配株主持分が資本となることが示されている．

そのうえで，のれんは，子会社の鑑定評価や親会社に
よる支払価格からの推定等の証拠から算定されることが
示されている（FASB	1991,	91 項）．より具体的には，
のれんは，子会社全体の公正価値とすべての識別可能資
産負債の公正価値の差額として測定されるとされている

（FASB	1991,	296 項）．経済的単一体説のもとでは，保
有損益が認識され，経済的単一体説は親会社によって所
有される子会社の株式のすべてを同様にかつ代替可能に
会計処理するために，そのようなことが生じるとされて
いる（FASB	1991,	92 項 ;	297 項）．このように，経済的
単一体説（全部のれん方式）のもとで，段階取得におい
ては，子会社全体の公正価値の算定に伴い従来投資の再
測定が行われ，その結果，保有損益が認識されることが
示されている．

ただし，経済的単一体説のもとでののれんの認識につい
て 2 つの解釈があるとされている（FASB	1991,	295 項）20．
1 つは，購入のれんのみを認識するという解釈である．
当該解釈では，親会社による支払額は子会社の支配に支
払われる「支配プレミアム」を含むことがあるため，企

16	連結基礎概念と会計処理等の関係について整理・考察したものとして，FASB（1991）の他に，Baxter	and	Spinney（1975），
Nurnberg（2001），浅野（2000），上田（2008），小形（2004）（2005），川本（2002）（2011），黒川（1998），桜井（2008），
高須（1998），山地（2014）等，多くの研究がある．

17	連結基礎概念と会計処理等の関係を整理した代表的な文献としては，Baxter	and	Spinney（1975）と FASB（1991）が挙げ
られる．Baxter	and	Spinney（1975）では，資本主（所有主）説（proprietary	concept），親会社説（parent	company	
concept），親会社拡張説（parent	company	extension	concept），実体説（entity	concept）の 4 つが示されている．FASB（1991）	
では，親会社説（parent	company	concept），経済的単一体説（economic	unit	concept），比例連結説（proportionate	
consolidation	concept）の 3 つが示されている．FASB（1991）でも Baxter	and	Spinney（1975）でも親会社説は同じ名称
であるが，FASB（1991）における経済的単一体説は Baxter	and	Spinney（1975）における実体説に相当し，FASB（1991）
における比例連結説は Baxter	and	Spinney（1975）における資本主説に相当する．連結における実体概念は，古くは
Moonitz（1951）で挙げられている．なお，concept は概念と訳される場合も多いが，連結基礎概念の文脈においては親会
社説や経済的単一体説等が一般的な用語となっているため，さしあたり「説」で統一する．

18	この経済的単一体説は，親会社株主と子会社の非支配株主を区分しない点で，一般理論の実体説から導かれるとされる
（Baxter	and	Spinney	1975,	35）．ただし，梅原（2006）や佐藤（2003）の指摘のとおり，資本と負債を区分して，資本に相
当する利益を算定する点で，経済的単一体説は資本主説の範囲内にとどまっているといえる．その意味で，川本（2011,	
184）の指摘のとおり，連結基礎概念と会計主体論の 1 対 1 のつながりはないと考えられる．

19	現行の米国基準や IFRS では，非支配株主持分は，負債の定義を満たさないため，資本とされている．非支配株主持分は，
負債と資本の区分に関する論点の 1 つでもある（Moonitz	1960;	池田	2017;	川村	2004 等参照）．非支配株主持分に対する支
払等の義務を有さないため，非支配株主持分は負債ではないとされる（Moonitz	1951,	79 等）．

20	同様に，経済的単一体説は，非支配株主に係るのれんを認識するかしないかによって，2 つに分けられている文献もある（黒
川	1998;	大雄	2010;	秋葉	2014 等）．論者によって，2 つの分け方に関する表現は異なる．
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業ののれん全体の公正価値は当該株式の（100 ％未満の）
支配持分を購入するために支払う価格から信頼性をもっ
て推定することができないという前提で，非支配株主持
分に関するのれんを認識しないとされている（FASB	
1991,	295 項）．全部のれんの推定方法に問題があること
に配慮がなされた結果といえよう．この FASB スタッ
フによって検討されたアプローチである経済的単一体説

（購入のれん方式）は，のれん以外の取得資産負債を経
済的単一体説で会計処理して，のれんを実質的に親会社
説で会計処理する（各株式取得についてのれんの購入を
認識する）ハイブリッド方式であると整理されている

（FASB	1991,	305 項）．この購入のれん方式を採る場合
には，段階取得時に従来投資の再測定は行われない 21．

次節では，これらを踏まえて，FASB（2007）等にお
ける公正価値測定原則との関係を含めて，FASB（1991）
における経済的単一体説の意義について改めて検討を行
うこととする．

4　 FASB（1991）における経済的単一体説と
FASB（2007）等における公正価値測定

4.1　 FASB（1991）における非支配株主持分への焦点
と段階取得における従来投資の再測定

一般的に，経済的単一体説は，親会社説と比較される
とき，非支配株主持分に焦点が当てられて説明される．
FASB（1991）でも，非支配株主持分は，2 つの説の差異
の焦点とされている（FASB	1991,	66 項）．経済的単一体
説は，支配されている資産負債や損益のすべてを認識し

ようとするもので，その認識の範囲に非支配株主に帰属
する部分を含めることが鍵になる．経済的単一体説に基
づく段階取得における従来投資の再測定について，この
非支配株主持分への焦点で説明ができるのであろうか．

段階取得における従来投資は，その測定が帳簿価額（図
表 1 の A）による場合でも再測定差額（図表 1 の B）を
含めた公正価値（図表 1 の A ＋ B）による場合でも，
親会社の投資（図表 1 の左側の二重枠内）に含まれるも
のであり，非支配株主持分に直接関連するものではない．
また，資本連結にあたって，この親会社の投資とそれに
対応する子会社の資本における親会社株主（支配株主）
に帰属する部分が相殺消去され，子会社の資本における
非支配株主に帰属する部分（図表 1 の右側の太枠内）が
非支配株主持分に振り替えられることになるため，段階
取得における従来投資は，資本連結においても非支配株
主持分に関連しないように思われる．

したがって，段階取得において，非支配株主持分が生
じる場合，他の会計処理等をよく説明しうる非支配株主
持分への焦点からは，親会社株主に帰属するのれんに加
えて非支配株主に帰属するのれんも認識することは言え
ても，非支配株主持分とは関連しない親会社株主に帰属
する従来投資の測定については一意に定まらないように
思われる．そもそも，段階取得においては，たとえば，
完全子会社化を行うような場合等，非支配株主持分が生
じないこともある．このように，段階取得における従来
投資の問題は，単一取引による支配獲得から複数取引に
よる支配獲得へと拡張する際に生じる問題であり，非支

21	なお，Beckman（1995,	15-16）では，この段階取得における購入のれん方式について，親会社説だけではなく，経済的単一
体説を支持するとみられる金融経済学の理論や発見事項と整合的であるとされている．

図表 1　経済的単一体説（全部のれん方式）のもとでの資本連結における従来投資と非支配株主持分
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配株主持分への焦点だけでは説明できないところがある
ことを示している．

4.2　 FASB（1991）における経済的単一体説の支配概
念と段階取得における従来投資の再測定

経済的単一体説のポイントの 1 つである，支配下にあ
る企業集団全体の資産負債等をすべて認識すべきという
支配概念からは，どう考えられるのであろうか．支配概
念にもとづけば，支配されている資産等を非支配株主に
帰属する部分も含めて全部認識するという全部連結が導
かれる．具体的には，経済的単一体説のもとでは，識別
可能資産負債の帳簿価額と時価評価差額，およびのれん
について，非支配株主に帰属する部分も認識するという
ことになる．単一取引による支配獲得である一括取得に
ついては，① 100 ％一括取得（図表 2 の①）と② 100 ％
未満一括取得（図表 2 の②）において，同じように資産
負債を認識することになる．この① 100 ％一括取得と②
100 ％未満一括取得における特徴的な差異が，非支配株
主持分に現れるために，経済的単一体説と親会社説の差
異についても非支配株主持分への焦点が強調されてきた
と考えられる．

さらに，複数取引による支配獲得である段階取得に拡
張すると，③ 100 ％段階取得（図表 2 の③）と④ 100 ％
未満段階取得（図表 2 の④）においても，100 ％一括取
得と同じように資産負債を認識することになる．③
100 ％段階取得と④ 100 ％未満段階取得の差異は，①
100 ％一括取得と② 100 ％一括未満取得の差異と同様，
非支配株主持分にある．しかし，③ 100 ％段階取得と①
100 ％一括取得，または④ 100 ％未満段階取得と②
100 ％一括未満取得の差異は，非支配株主持分の取扱い
には存在しない．むしろ，それらの差異は，従来投資の
取扱いにある．このように，経済的単一体説では，支配
概念のもと，支配獲得時における企業集団全体の資産と
負債（およびそれらの差額としての資本）が重視され，
① 100 ％一括取得をベンチマークとした整合性が求めら

れていると考えられる．
しかし，親会社説においても子会社は「支配」されて

いる会社であり，支配概念は，親会社説と相容れないも
のではない．そうすると，支配概念は，連結上の資産負
債等の認識の範囲，すなわち比例連結ではなく全部連結
を決めているといえるものの，経済的単一体説と親会社
説で異なりうる測定についてまで決めているとはいえな
いと思われる22．とりわけ，識別可能資産負債ではなく，
親会社株主に帰属する従来投資について，支配概念が直
接，特定の測定属性を示唆しているのであろうか．

FASB（1991）における経済的単一体説では，支配概
念に基づくなかで，ベンチマークとして① 100 ％一括取
得において求められる公正価値測定が，② 100 ％未満一
括取得に加えて，③ 100 ％段階取得と④ 100 ％未満段階
取得においても求められることになっている．その意味
で，FASB（1991）における経済的単一体説には，支配
概念に加えて，暗黙裡に公正価値測定が局所的にビルト
インされていたと考えられる．公正価値測定の範囲が限
られているとおり，FASB（2007）での公正価値測定原
則ほど明確ではなく，隠れた前提であったといえるであ
ろう23．たとえば，FASB（1991）では，FASB（2007）に
おける公正価値測定原則のもとで導かれるような，取得
関連費用の発生年度での全額認識は提案されていない．

4.3　FASB（2007）等における公正価値測定原則の意味
FASB（2007） 等 に お け る 公 正 価 値 測 定 原 則 は，

FASB（1991）の経済的単一体説とまったく別の新しい
ものなのであろうか．FASB（2007）等における公正価
値測定原則は，新たに考え出された原則というよりも，
FASB（1991）等における経済的単一体説を構成する要
素の 1 つを顕在化させたことを意味しているように思わ
れる．識別可能資産負債等の公正価値測定等に見られた
公正価値測定は，公正価値測定原則として明文化され，
より広範に自律的に機能することになったということが
できよう24．支配概念と公正価値測定原則によって，結

22	経済的単一体説それ自体はせいぜい連結資本の範囲を決めるものでしかないという川本（2002,	42）という指摘もある．
23	ただし，Weygandt	et	al.（1994）のように，公正価値会計と表現する文献もある．
24	その適用対象は，非支配株主持分（FASB	2007,	20 項），移転対価（FASB	2007,	39 項 ;	IASB	2008,	37 項），条件付取得対価
（FASB	2007,	42 項 ;	IASB	2008,	40 項），および段階取得における従来投資（従来保有持分）（FASB	2007,	48 項 ;	IASB	
2008,	42 項）などにみられる．

図表 2　取得持分範囲と支配獲得に至る取引回数による取得の分類

取得持分の範囲による分類
支配獲得に至る取引回数による分類

100 ％取得 100 ％未満取得

一括取得（単一取引による支配獲得） ① ②

段階取得（複数取引による支配獲得） ③ ④
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果的に経済的単一体説と整合的な会計処理が導かれてお
り，経済的単一体説が不在になっている．

現在，公正価値測定は，SFAS 第 157 号「公正価値測
定」（FASB	2006）等で会計基準としてとりまとめられ
たように，多くの会計領域で広く活用されている．たと
えば，公正価値に言及している基準等の（当時の）公表
物は 60 以上あるとされている（FASB	2006,	Appendix	
D）．しかし，米国基準において，事後の継続的な公正
価値測定が求められているケースはあまり多くないとさ
れる（大日方	2002;	米山	2011）．全面公正価値会計の問
題点を含めて，公正価値測定には問題も多いといわれる

（Benston	2008;	Penman	2007;	福井	2011 等）．企業結合
会計における公正価値測定原則は，基本的には当初測定
における公正価値測定にとどまっており，継続的な公正
価値測定を求めるような全面公正価値会計の導入とみる
のは難しいように思われる．

経済的単一体説を含む連結基礎概念は，連結会計にお
ける会計処理等を整理・理解するための一定の役割を果
たしてきたと考えられる．基準設定においても，経済的
単一体説と整合的な会計処理によって，ある程度，支配
獲得時および獲得後の会計処理の単純化がもたらされ，
100 ％取得と 100 ％未満取得，一括取得と段階取得，お
よびその組み合わせについて，同じように会計処理が行
われることとなっている．しかし，現状の基準設定にお
いては，概念フレームワークによる定義に照らして非支
配株主持分が負債でなく資本になることを導くことがで
きること，支配概念や公正価値測定原則で段階取得等の
会計処理を導くことができること，概念フレームワーク
で財務報告の目的が決まっていること等から，連結財務
諸表の報告主体や作成目的の議論，さらにはそこから導
かれる会計処理等の議論をわざわざ行わなくてもよい結
果となっているのであろう．このように，他に代替的な
説明が準備されている点で，経済的単一体説を含む連結
基礎概念の議論は不要となってしまっているのかもしれ
ない．

5　おわりに
FASB（1991）では，経済的単一体説のもとで，段階

取得における従来投資の再測定が提案されていた．一方
で，FASB（2007）等では，この段階取得における従来
投資の再測定は，経済的単一体説ではなく，支配と公正
価値測定原則によって導かれている．本稿では，FASB

（2007）と異なる根拠を採っているように見られる，
FASB（1991）における経済的単一体説に基づく段階取
得における従来投資の再測定の根拠を再検討し，段階取
得における従来投資の再測定をめぐる FASB（1991）と

FASB（2007）等の根拠の関係等について検討した．
まず FASB（1991）で挙げられている経済的単一体説

と親会社説の差異である非支配株主持分への焦点と段階
取得との関係を検討した．本稿では，経済的単一体説と
親会社説の差異を表すといわれる非支配株主持分への焦
点は，段階取得における従来投資の測定とは直接関係し
ないことを示した．むしろ，100 ％段階取得と 100 ％未
満段階取得において 100 ％一括取得をベンチマークとし
て資産負債を認識することになる FASB（1991）の経済
的単一体説は，全部連結を示唆する支配概念に加えて，
暗黙裡に公正価値測定を含んでいることを指摘した．

さらに，本稿では，経済的単一体説に基づく段階取得
の従来投資の再測定の検討を通じて，FASB（2007）等
の公正価値測定原則が突然出てきたものというよりも，
FASB（1991） の 経 済 的 単 一 体 説 に 萌 芽 が 見 ら れ，
FASB（1991）の経済的単一体説のもとで暗黙裡に採用
されていた公正価値測定が，FASB（2007）等の公正価
値測定原則としてより広範に自律的に機能することに
なったと考えられることを指摘した．

本稿では，段階取得における従来投資の再測定に焦点
を当て，FASB（1991）における経済的単一体説と
FASB（2007）等における公正価値測定原則のもつ意味
を明らかにした．段階取得における再測定の是非，再測
定差額の性質，段階取得後の損益への影響に関する検討
等は今後の課題としたい．
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